
（裏面あり） 

 

役場本庁と朝上地区コミュニティセンターで申告相談会を実施します。 

国税庁により確定申告の電子申告が推進されていますが、やむを得ずご自宅などでの申告が困

難な方は、次の日程で役場臨時会場を設けますので、会場の混雑を緩和するためできる限り少人

数での来庁をお願いします。 

確定申告書の作成・提出は、お手持ちのスマートフォンやパソコンからご自宅で行うことがで

きます。詳しくは国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーをご利用ください。 

※内容が変更になる場合がありますので、ご了承ください。 

 

◆日程及び会場 ※下段はその日の定員数です。網掛けは会場の混雑が予想される日 

日 月 火 水 木 金 土 

－ － － － 
2/1 本庁 

定員68人 

２/２本庁 

定員 68人 

2/3 

休 

2/4 

休 

2/5 

休 

2/6 朝上 

定員68人 

2/7 

休 

2/8 朝上 

定員 68人 

2/9 朝上 

定員 68人 

2/10 

休 

2/11 

休 

2/12 

祝・休 

2/13 

休 

2/14 本庁 

定員68人 

2/15 本庁 

定員68人 

2/16 本庁 

定員68人 

2/17 

休 

2/18 

休 

2/19 本庁 

定員 68人 

2/20 本庁 

定員 68人 

2/21 本庁 

定員 68人 

2/22 本庁 

定員 68人 

2/23 

祝・休 

2/24 

休 

2/25 

休 

2/26 本庁 

定員 68人 

2/27 本庁 

定員 68人 

2/28 本庁 

定員 68人 

2/29 本庁 

定員 68人 

3/1 本庁 

定員68人 

3/2 

休 

3/3 

休 

3/4 本庁 

定員68人 

3/5 

休 

3/6 本庁 

定員68人 

3/7 本庁 

定員 68人 

3/8 本庁 

定員 68人 

3/9 

休 

3/10 

休 

3/11 本庁 

定員 68人 

3/12 本庁 

定員 68人 

3/13 

休 

3/14 本庁 

定員 68人 

3/15 本庁 

定員68人 
－ 

※本庁：2/1～2/2  2 階 206、207 会議室   

2/14～3/15  2 階 206、207 会議室（上記表のうち「休」の日は実施しません） 

※朝上：2/6、2/8、2/9 朝上地区コミュニティセンター 和室（朝上地区以外の方もご利用いただけます） 

◆時  間 8 時 30分～12 時、13 時～16 時 45 分（最終受付 16：20） 

※最終受付時間前でも定員に達した場合は受付を終了します。 

◆定  員 上記日程表のとおり 

      各日、当日整理券枠 34人、予約枠 34 人を予定しています。 

（予約状況や当日の配付状況によっては変動します） 
 

◆事前予約 一部インターネットによる事前予約枠を設けます。詳しくは菰野町ホームページを

ご覧いただくか以下のコードを読み取っていただき、予約ページからご希望の時間帯

を予約してください。予約は希望日の前々日まで可能です。ご自身で予約ができない

場合は、役場税務課の窓口までお越しください。 

また、申告する人数分予約が必要です（ご家族２名分の確定申告書等を作成する場合、

別々の時間帯で２枠分の予約が必要です）。 

 【問い合わせは】 

税務課 TEL391-1117 FAX391-1191 

四日市税務署 TEL352-3141 

   予約ページはこちら → 



◆整 理 券 

当日整理券を配付し、整理券の順番で受付します。記載された時間は会場への入場時間のため、

実際の相談時間は記載時間よりも遅れる場合があります。 

例年早朝よりお待ちいただいている方もいますが、時間を繰り上げて配付することはありません。

また、定員に達した時点で配付終了となりますので、後日の来庁をお願いする場合があります。 

 

 ＊配付場所＊ 本庁 役場西側の正面玄関前（けやき側） 

        朝上地区コミュニティセンター センター入口前 

        ※正面玄関前、センター入口前での配付終了後は各会場内にて配付します。 

 ＊配付時間＊ 8 時 00分～ 

        ※定員に達した時点で配付終了となります。 
 

◆相談時間 

1 人約 25 分です。医療費控除の明細書や事業収支内訳書など添付書類は必ず事前に作成し、持

参していただきますようお願いします。職員による作成はできかねます。当日の整理券取得済みの

方や予約済みの方であっても、必要書類を作成・持参していない場合、相談をお断りさせていた

だきますので、ご了承ください。 
 

◆役場臨時会場で受付できない申告について 

 青色申告や住宅ローン控除の申告など受付できない申告がありますので、詳しくは町ホームペ

ージをご確認または税務課までお問合せください。 

※税務署からのお知らせ※ 

◆税務署による確定申告会場 

※申告会場は、前年までの「じばさん」から変更となっておりますので、ご注意ください。 

※確定申告会場では、基本的にご自身のスマホで申告していただきます。 

 来場の際には、スマホやマイナンバーカード（発行時に設定した２つのパスワードが必要です。）

をお持ちください。 

※会場の混雑緩和のため、入場には当日会場で配付する「入場整理券」が必要です。「入場整理券」

は当日会場で 8：30から配付しますが、LINE アプリを使えば事前にオンラインで入手すること

も可能です。 

※入場整理券の配付状況に応じ、後日の来場をお願いすることもあります。 

 

◆税理士による無料税務相談 

※会場の混雑緩和のため、入場には当日会場で配付する「入場整理券」が必要です。配付状況に

より、後日の来場をご案内する場合があります。（オンラインでの事前発行はありません。） 

※譲渡所得・山林所得・贈与税の申告をされる方や相談内容が複雑な方は、税務署の確定申告会

場をご利用ください。 

とき ところ 

2 月 16日（金）～3月 15 日（金）（土、日、祝日除く） 

9：00～17：00 

ユマニテクプラザ ３階 

（四日市市鵜の森 1-4-28） 

とき ところ 

2 月 16日（金）～2月 20 日（火）（土、日除く） 

9：30～12：00、13：00～16：00（入場整理券配付は 9：00） 

役場本庁 2階 206、207 会議室 


